
〈
今
月
の
表
紙
〉
ワ
ク
ワ
ク
八
頭
　
中
学
生
が
上
下
水
道
施
設
の
取
材
に
挑
戦
　
　〈
今
月
の
特
集
〉
水
道
・
下
水
道
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
　
－
上
下
水
道
審
議
会
か
ら
答
申
が
出
さ
れ
ま
し
た
－

広
 報

2026

6No.255



　水道や下水道は、私たちの暮らしを支える大切なライフ
ラインです。
　一方で、施設の老朽化や人口減少、電気代や資材価格
等の上昇などにより、維持管理には多くの課題があります。
　こうした中、町では上下水道運営審議会で簡易水道料金
と下水道使用料のあり方について検討が行われ、町へ答申
書が提出されました。
　今回は、その内容や背景について紹介します。

 なぜ検討が必要なの 

 審議会ではどのような結論になったの  　

今一度、水について
よく考えてみよう！

－－上下水道運営審議会上下水道運営審議会からから答申答申が提出されましたが提出されました－－

簡易水道料金は当面据え置きに

　簡易水道事業については、現在の料金水準を維持
することが適当であるとされました。
　令和６年度決算をもとに経営状況を分析した結果、
水道料金で必要な経費をおおむねまかなえており、
現時点では比較的安定した経営状況であると判断さ
れました。
　一方で、今後は人口減少による料金収入の減少や、
老朽化した施設の更新費用の増加が見込まれていま
す。
　このため、将来の経営状況を注視しながら、５年
後を目安に改めて料金の見直しを検討することが望
ましいとされました。

下水道使用料は令和９年度から改定が必要と判断

　下水道事業については、使用料だけでは必要な
経費を十分にまかなえていない状況となっています。
　令和６年度決算では、下水道使用料でまかなえて
いる割合は約 53％にとどまり、不足分は町の一般
会計からの繰入金（補助金）で補てんしています。
この補てん額は年間約１億3,000万円となっており、
今後も人口減少などにより、経営環境はさらに厳し
くなることが見込まれています。
　審議会では、下水道施設を将来にわたって維持し
ていくためには、経営改善の取り組みとあわせて、
使用料の見直しは避けられないと判断されました。

❶ 古くなる施設
・水道管や処理施設の更新が必要
・災害に備えた耐震化も必要

❷ 維持費の増加
電気代・薬品代・修繕費が上昇

❸ 人口減少
使用料収入が減少

これからこれから  を考えるを考える
のの

特特　　　　集集
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 将来にわたって水を届けるために将来にわたって水を届けるために　

 答申で示された使用料のイメージ答申で示された使用料のイメージ

■ 答申で示された方向性（従量制）

〈現　行〉
使用料
算定方法 基本料金 世帯員割 備　考

人数制 2,129
円

１人につき 407円
１人増すごとに
407円加算する。

世帯の人数につい
ては当月１日現在
の住民基本台帳の
人員とする。

〈改定案〉
使用料

算定方法
基本料金

（７㎥まで）
超過料金

（１㎥につき）

従量制 2,214
円

23㎥まで　117 円
43㎥まで　127 円
73㎥まで　136 円
73㎥超　　166 円

〈改定案〉
使用料
算定方法 基本料金 世帯員割 超過料金

（１㎥につき） 備　考

従量制
（認定
水量）

2,214
円

０人 ４㎥

23㎥まで　117 円
43㎥まで　127 円
73㎥まで　136 円
73㎥超　　166 円

世帯の人数に
ついては当月
1 日現在の住
民基本台帳の
人員とする。
９人以上は１
人増すごとに
５㎥加算する。

１人 ９㎥
２人 16㎥
３人 22㎥
４人 26㎥
５人 30㎥
６人 33㎥
７人 38㎥
８人 42㎥

〈現　行〉
使用料
算定方法 基本料金 世帯員割 備　考

人数制 2,129
円

１人につき 407円
１人増すごとに
407円加算する。

世帯の人数につい
ては当月１日現在
の住民基本台帳の
人員とする。

　現在、一般家庭の下水道使用料は、使用した水量ではなく「世帯人数」をもとに　現在、一般家庭の下水道使用料は、使用した水量ではなく「世帯人数」をもとに
算定されています。算定されています。
　審議会では、現在の料金体系について検討した結果、「使った量に応じて負担する　審議会では、現在の料金体系について検討した結果、「使った量に応じて負担する
仕組み」がより実態に近く、公平性の観点からも望ましいとして、再度 仕組み」がより実態に近く、公平性の観点からも望ましいとして、再度 従量制従量制へのへの
見直しが適当であるとされました。見直しが適当であるとされました。
　また、現実的な住民負担、近年の他市町村の引上げ率を勘案し、現行料金より　また、現実的な住民負担、近年の他市町村の引上げ率を勘案し、現行料金より
13％の引上げが妥当であると判断されました。13％の引上げが妥当であると判断されました。

　答申では、従量制に移行することで、料金収入が８％増えることが見込まれているため、基本料金は４％、超過　答申では、従量制に移行することで、料金収入が８％増えることが見込まれているため、基本料金は４％、超過
料金は６％の引上げ案となっています。料金は６％の引上げ案となっています。

　同じ4人世帯でも、水の使用量が少ない家庭と水の使用量
が多い家庭で現在は同じ料金となる場合があります。
　答申では「使った量に応じた負担」が望ましいとされました。

■ 現在の料金体系（人数制）

◦少人数世帯への配慮
◦「多く使った人が多く負担する」考え方を重視
◦井戸水・村水利用世帯は認定水量で算定

　審議会では、住民負担にも配慮しながら、将来にわたり上下水道事業を安定して継続
していくための方向性が示されました。
　今後、町では審議会の答申内容を踏まえ、料金のあり方について検討を進めていきます。
　水道・下水道は、暮らしを支える大切なライフラインです。
　町では今後も、安全・安心で持続可能な上下水道事業の運営に取り組んでいきます。

 下水道使用料の見直しについて示された方向性下水道使用料の見直しについて示された方向性

一般家庭の１か月あたりの使用料 井戸水・集落管理の水を利用する一般家庭の１か月あたりの使用料

問い合わせ   上下水道課　☎ 72-3973上下水道課　☎ 72-3973

税抜き 税抜き
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　水道施設では、漏水や故障が起きないよう、24時間体制で施設の
監視や点検が行われています。もし水道管が壊れてしまうと、水が
使えなくなる「断水」が起こることもあります。
　そのため、夜間でも修繕対応を行い、安心して水が使えるよう管理
されています。
　また、水質検査や消毒、施設の維持管理などにも多くの費用がかかっ
ており、水道はたくさんの人の努力によって支えられていることを学び
ました。

　最初に訪れたのは「久能寺第２水源地」。
　ここでは、地下水をくみ上げて水道水として利用しています。
　井戸の深さは約 7.5メートル。地下には「伏流水」と呼ばれる水が
流れており、ポンプでくみ上げられています。
　八頭町の地下水はとてもき
れいなため、大きな浄水場を
つくらなくても利用できるそう
です。
　ただし、安全な水を届ける
ため、塩素による消毒や水質
検査を行い、安心して飲める
水を家庭へ送っています。

　私たちが毎日使っている水道水。　私たちが毎日使っている水道水。
　顔を洗う、料理をする、お風呂に入るなど、暮らしのさまざまな　顔を洗う、料理をする、お風呂に入るなど、暮らしのさまざまな
場面で使われています。場面で使われています。
　町では、１人が１日に使う水の量は約 200〜 300リットル。　町では、１人が１日に使う水の量は約 200〜 300リットル。
１リットルの牛乳パックにすると、約 200〜 300 本分にもなります。１リットルの牛乳パックにすると、約 200〜 300 本分にもなります。
　今回、ワクワク八頭で役場に職場体験に来た中学生４名が水道施　今回、ワクワク八頭で役場に職場体験に来た中学生４名が水道施
設を見学し、水が家庭に届くまでの仕組みや、安全な水を守るための設を見学し、水が家庭に届くまでの仕組みや、安全な水を守るための
工夫について取材しました。工夫について取材しました。

「伏流水」って？

川の水が地下にしみ
込み、砂や石によっ

て

自然にろ過された水
のこと。町では、こ

の

地下水を水道水として
活用しています。

地下深くの“きれいな水”地下深くの“きれいな水”

ただ管理するだけでなく、安心・
安全に水がなくならないように
工夫されていることがわかったわ！

普段使っている水はたくさんの
人のおかげで当たり前に使え
ている。節水などできること
に取り組みたいと思ったネ！

24 時間、水道を守る仕事24 時間、水道を守る仕事

　水源地でくみ上げられた水は、一度「配水池」にためられます。
　見学した郡家第２配水池には、約 800㎥（80万リットル）の水をた
めることができます。配水池が山の上など高い場所につくられているの
は、「水圧」を利用するためです。
　高低差を利用することで、水が勢いよく流れ、家庭や学校、高い建物
にも水を届けることができます。

水は高い場所から送られてい
た！

水は高い場所から送られてい
た！

地下水地下水

くみ上げくみ上げ

配水池（高い場所）配水池（高い場所）

学 校学 校

家 庭家 庭

ワ
クワ

ク

ワ
クワ

ク八頭八頭

佐藤 由奈 記者

福富 大悟 記者

中学生が中学生が

水道のひみつを大調水道のひみつを大調査！査！
毎日使う水はどう届く？
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♦下水道に流してはいけないもの
　�ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、猫砂、 
タオル、布類、食用油、灯油、ガソリン など

※水に溶ける製品でも、まとめて流すと詰まりの原因になります。

　台所やお風呂、トイレなどで使った水。
流した後、その水がどこへ行くのか知っていますか？
　今回、中学生４人が「郡家浄化センター」を見学し、家庭
から流れた水がどのようにきれいにされ、自然へ戻されている
のかを取材しました。

　郡家浄化センターは、家庭などから流れてきた下水をきれいにする施設です。台所
やトイレ、お風呂などで使われた水は、下水道管を通って処理場へ送られています。
　町内の下水道管の長さは約 200キロメートル。これ
は、八頭町から米子市までを往復できるほどの長さです。
　下水道管は地面の下に埋められており、自然に水が
流れるよう傾斜がつけられています。
　また、道路などで見かけるマンホールは、下水道管
を点検するために設置されている大切な設備です。

　施設では、下水道管や機械が正常に動き続けるよう、日々管理や
点検が行われています。最近では、タオルや下着などの異物によって、
下水道ポンプ施設が緊急停止する事例も発生しているそうです。
　また、油や薬品などを流してしまうと、機械の故障や水質悪化の原因
になることがあります。特に食用油は、冷えると固まって下水道管の
詰まりにつながるため、紙などでふき取ってから捨てることが大切です。
　下水道施設は、快適な暮らしや自然環境を守る大切な施設です。
　一人ひとりが正しく利用することで、施設の故障防止や補修費用の
軽減にもつながります。

　処理場に集まった下水は、まず大きなごみを取り除きます。
　その後、「ディッチ」と呼ばれる大きな水槽へ送られます。
　ここでは、微生物が水の中の汚れを食べることで、水をきれいにしているそうです。
水をきれいに処理する方法といえば薬を使うことをイメージしていましたが、微生物の
力で水がきれいになるということは驚きでした。
　さらに、きれいになった水は消毒を行った後、川へ戻されます。
　また、処理の過程で出た汚泥は、肥料などに再利用されることもあり、水をきれいに
するだけでなく、資源を循環させる仕組みになっていることも知りました。

◉下水処理施設…15
か所

◉ポンプ施設……19
6か所

◉�郡家浄化センター
には１日

約 1,500㎥の下水が集ま
る

家から流れた水が集まる場所家から流れた水が集まる場所

微生物の力で水をきれいに微生物の力で水をきれいに

下水道を守るために大切なこ
と

下水道を守るために大切なこ
と

ワ
クワ

ク

ワ
クワ

ク八頭八頭

自分たちが当たり前に使っている
水は、たくさんの人に支えてもらっ
て使えていることがわかったよ！

誰かが当たり前を守っている
から、水を大切に使おうと
思った‼

家庭家庭

下水道管下水道管

浄化センター浄化センター

微生物が浄化微生物が浄化

川へ戻る川へ戻る

関口 榛馬 記者

和田 泰幸 記者

中学生が中学生が

下水道施設を取材！下水道施設を取材！
使った水はどこへ行くの？使った水はどこへ行くの？

わが町
自慢の おし

ゃれ
わが町

自慢の おし
ゃれ～～なマンホールです！なマンホールです！

　　　
　　　　　

　みんな、ぜひ探してみてね♡
　　　

　　　　　
　みんな、ぜひ探してみてね♡
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This Month's Top News in Yazu Town

八頭町八頭町

今月のトップニュース今月のトップニュース

職員から花束を受けとる矢部新町長

就任式で決意をのべる矢部町長
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YAZU 町のいまを
わかりやすくお届け！

財政状況（下半期）をお知らせします 下半期：令和7年 10月１日から
� 令和８年３月 31日まで

▪歳入歳出予算の執行状況について（令和７年 10月１日～令和８年３月 31日）� （単位：千円、％）
区　　　　分 予算現額 収入済額 執行率 支出済額 執行率

一般会計 14,871,416 12,468,795 83.8 11,543,645 77.6
国民健康保険特別会計 1,812,644 1,832,052 101.0 1,626,129 89.7
介護保険特別会計 2,446,224 2,440,987 99.7 2,035,981 83.2
宅地造成特別会計 466 467 100.2 198 42.4
墓地事業特別会計 1,984 2,000 100.8 228 11.4
後期高齢者医療特別会計 299,619 296,741 99.0 287,743 96.0
上私都財産区特別会計 5,300 5,614 105.9 151 2.8
市場、覚王寺財産区特別会計 400 721 180.2 9 2.2
上津黒、下津黒財産区特別会計 7,000 7,366 105.2 0 0.0
篠波財産区特別会計 16,016 16,037 100.1 40 0.2
大江財産区特別会計 5,000 12,166 243.3 240 4.8

計 19,466,069 17,082,946 87.7 15,494,364 79.5

▪公営企業会計� （単位：千円、％）

区　分
収入 支出

予算現額 収入済額 執行率 予算現額 支出済額 執行率
簡易水道事業会計 405,251 411,376 101.5 487,710 464,827 95.3
下水道等事業会計 1,639,668 1,590,651 97.0 1,637,652 1,535,251 93.7

※収支の不足分は当年度損益勘定留保資金、当年度利益剰余金処分額及び引継現金により補てんします。

▪町民１人あたりの各種税金等の負担額

①町民税
　39,816 円

③軽自動車税
　5,331 円

⑤国民健康保険税
　81,310 円

②固定資産税
　38,510 円

④町たばこ税
　5,410 円

⑥介護保険料
　73,052 円

一人当たり負担額は ①～④については、収入済額を住民基本台帳人口 15,085 人で除した数。⑤については収入
済額を被保険者数 3,054 人で除した数。⑥については収入済額を第 1 号被保険者 5,872 人で除した数。

▪会計別基金（町の貯金）現在高の状況
� （単位：千円）

区　　　分 現在高
一般会計 6,961,586
国民健康保険特別会計 122,000
簡易水道特別会計 56,230
介護保険特別会計 351,208
宅地造成特別会計 2,907
墓地事業特別会計 5,599

計 7,499,530

▪会計別地方債（町の借金）現在高の状況
� （単位：千円）

区　　　分 現在高
一般会計 11,742,439
簡易水道事業会計 653,217
下水道等事業会計 2,674,433
宅地造成特別会計 1,361

計 15,071,450

ページ IDを
ご活用ください！

広報やずに掲載している情報広報やずに掲載している情報
は、町ホームページでよりは、町ホームページでより
詳細な内容をご覧いただけま詳細な内容をご覧いただけま
す。 ホームページの「検索」す。 ホームページの「検索」
からページ ID 検索窓に７桁からページ ID 検索窓に７桁
の数字を入力すると、目的のの数字を入力すると、目的の
ページにジャンプします。ページにジャンプします。
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　町職員の給与等は、地方自治法や地方公務員法に基づき、町議会での審議・議決を経て決定されています。
　行政運営の透明性と公平性を確保するため、令和８年度の職員給与や人件費の概要をお知らせします。

人件費とは？
特別職の給与等、議員や各種委員の報酬等、会計年度
任用職員の報酬等、一般職員の給与費等を加えた総額
のことです。

給与とは？
「給料」に職員手当（主に扶養手当、住居手当、通
勤手当、時間外勤務手当など）を併せたものです。

「給与費」とは、「給与」に期末・勤勉手当を合わ
せたものです。

〇町の職員などの給与や手当の概要を表にまとめました。
　特別職の給料月額や職種別の平均給与、初任給、主な手当の内容などを一覧でご紹介します。

▪主な職員手当の状況
手 当 名 内　　　　　容

扶養手当

①子…月額13,000円/人
②上記以外の者…月額6,500円/人
③ 15歳に達する日後の最初４月から22歳に達する日後の最初の3月までの間にある子…月額

5,000円/人加算

住居手当 ① 月額16,000円を超える家賃を支払って借家等に居住する職員…家賃の額に応じ月額最高
28,000円まで

通勤手当
①公共交通機関などの利用者…運賃などの額が月額150,000円以下は全額
② 自動車などの使用者…距離に応じて月額2,000円から66,400円、駐車場料金に応じ月額最

高5,000円まで
特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康、困難な勤務などに従事したときに支給

期末・勤勉手当 期末手当　2.525月分、勤勉手当2.125月分　※一般職員の支給割合
管理職手当 課長等　34,000円、42,000円、52,500円　　保育所長　34,000円を毎月支給

▪特別職の給料月額など
区　分 給料月額 区　分 報酬月額
町　長 802,000 円 議　長 329,000 円
副町長 634,000 円 副議長 252,000 円
教育長 594,000 円 委員長 244,000 円

議　員 237,000 円
※ 上記に加え、1.75 月分の割合等で期末手当も支給され

ます。

▪職種別平均給料・給与月額及び平均年齢
区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 323,603 円 348,926 円 42.9 歳
技能職 310,000 円 319,580 円 45.3 歳

▪学歴別初任給
区　分 初任給

一般行政職
大学卒 225,600 円
高校卒 200,300 円

※  「初任給」は、令和８年４月採用者で、採用前に民間企業などに
　 勤務した経験のない者の給料月額です。

一般会計当初予算の歳出額　121億 4,000 万円　のうち人件費は 27億 378万円です。

職員共済費等　
366,179千円
全体の 13.5％

会計年度任用職員
999,415千円
全体の 37.0％

職員給与費　
1,197,086千円
全体の 44.3％

特別給与費等　
44,643千円
全体の 1.7％

議会議員報酬　
66,212千円
全体の 2.4％

各種委員報酬　
30,244千円
全体の 1.1％

職員手当　
110,350千円
全体の 9.2％

期末勤勉手当　
314,871千円
全体の 26.3％

給料　
771,865千円
全体の 64.5％

人件費
2,703,779千円

職員給与費
1,197,086千円

の内訳

正職員数 199 人
一人当たりの
平均給与費 6,016 千円

※再任用短時間勤務職員は除く

令和８年度人件費の概要をお知らせします
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大雨や洪水が起きやすい出水期に備える！
「自らの命は自らが守る」「みんなの力で地域を守る」
いざという時に慌てないため、今できる備えを確認しましょう！

◇あの時を忘れないために
　これから迎える出水期（６月～ 10 月）は、梅雨前線や台風などによる
大雨災害への備えが特に重要な時期です。
　令和５年８月の台風第７号では、町内でも大きな被害が発生し、八頭町
で初めて「緊急安全確保」が発令されました。
　「まだ大丈夫」と思わず、日頃から備えを進め、早めの避難を心がけましょ
う。

　大雨や河川の氾濫、土砂災害な
どの危険度を、より分かりやすく
伝えるため、防災気象情報の運用
が変わりました。これまで、「警
戒レベル」と「気象情報」の関係
が分かりにくいという課題があり
ましたが、新たに情報名へ「レベ
ル」が付けられるなど、避難の判
断がしやすくなりました。
主な変更点
・ 警報・注意報に「レベル」が表

示されます
・ 河川氾濫の危険度の伝え方が変

わります
・ 「警戒レベル４相当」の情報は「危

険警報」として発表されます

　　まずは確認　我が家の災害リスク
　全戸配布している「八頭町防災マップ」で、自宅
や周辺の危険性を確認しましょう。
確認したいポイント
■ 洪水浸水想定区域に入っていますか？
  　浸水深が 0.5 ｍ以上想定される場合は、立退き

避難が必要になります。
■  家屋倒壊等氾濫想定区域

に入っていますか？
  　河川の状況や避難情報

に応じ、早めの避難が必
要です。

■  土砂災害（特別）警戒区
域に入っていますか？

  　避難情報が出た場合は、
速やかに避難しましょう。

　　家族で確認！　避難先・避難経路
・避難所まで実際に歩いてみる
・ 夜間や大雨時に危険な場所（水路・側溝など）を

確認する
・ 親戚や知人宅など、安全な場所への避難も考えて

おく
“どこへ逃げるか”だけでなく、
“どう逃げるか”まで確認しておくことが大切です。

避難で大切なこと　
� 「警戒レベル４まで」に避難！
　危険区域に住んでいる方は、警戒レベル４までに
必ず避難してください。「避難しようと思った時に
は、もう危険だった」というケースも少なくありま
せん。早めの行動が命を守ります。

問い合わせ 　総務課防災室　☎ 76-0203

いつ逃げる？レベルで判断！
ー５月２９日から新たな防災気象情報が運用開始されましたー

河川氾濫 大雨 土砂災害 高潮

警戒レベル５
相当

レベル５
氾濫特別警報

レベル５
大雨特別警報

レベル５
土砂災害特別

警報
レベル５

高潮特別警報

警戒レベル４
相当

レベル４
氾濫危険警報

レベル４
大雨危険警報

レベル４
土砂災害危険

警報
レベル４

高潮危険警報

警戒レベル３
相当

レベル３
氾濫警報

レベル３
大雨警報

レベル３
土砂災害警報

レベル３
高潮警報

警戒レベル２ レベル２
氾濫注意報

レベル２
大雨注意報

レベル２
土砂災害注意

報
レベル２

高潮注意報

警戒レベル１ 早期注意情報
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年金からの住民税特別徴収制度のご案内
　65 歳以上の方の公的年金所得にかかる住民税は、「年金特別徴収制度」により、年金から差し引いて納付いた
だきます。対象となる方や、年金以外に所得がある場合の納付方法についてご案内します。
問い合わせ 　税務課　☎ 76-0204

●年金以外にも所得がある方
　給与所得や農業所得など、年金以外の所得にかかる住民税は、給与天引き（給与特別徴収）または納付書な
ど（普通徴収）で納付いただきます。

●年金所得と給与所得の両方がある方
65 歳以上　年金所得分は「年金特別徴収」、給与所得分は「給与特別徴収」となります。
※不動産所得などがある場合は、普通徴収となる場合があります。

65 歳未満　年金所得分の住民税を、給与特別徴収に合算して納付できます。

教育委員に選任されました
　教育委員の任期満了に伴い、西川奈緒美さん（日
下部）が議会の同意を得て教育委員に任命されまし
た。任期は令和８年５月３日～令和 12 年５月２日
までの４年間です。
　また、４月 14 日に開催された定例教育委員会に
おいて、教育長職務代理者に小林傳委員が選任され
ました。

固定資産評価審査委員に選任されました
　固定資産評価審査委員の任期満了に伴い、松本大司さん（郡
家・新任）、歳岡誠司さん（船岡・再任）、小林春美さん（八東・
再任）の３名が、議会の同意を得て、委員に選任されました。
　また、委員の互選により、松本大司さんが委員長に選任さ
れました。任期は、令和８年５月 13 日～令和 11 年５月 12
日までの３年間です。

●すでに年金特別徴収の方
仮徴収【4月・6月・8月】
　前年度の年税額の半分を、3 回に分けて差
し引きます。
本徴収【10月・12月・2月】
　今年度の年税額から仮徴収分を差し引いた
残額を、3 回に分けて差し引きます。

＜例＞ 住民税が６万円（年金所得のみ）で、前年度の住民税も６万円の場合

継続者 年金からの特別徴収（天引き）

納付月
仮徴収 本徴収

４月 ６月 ８月 10 月 12 月 ２月

税額 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

算出方法（前年度分の年税額÷２）÷３ （年税額－仮徴収額）÷３

普通徴収 給与特別徴収 年金特別徴収
対象者 農業や自営業など給与所得以外の方 事業所にお勤めの給与所得者 65 歳以上の公的年金受給者
納付者 納税義務者 事業主（給与支払者） 公的年金の支払者

納め方

・ 役場から送付する納付書または
口座振替によって納めていただ
きます。

・ 納期は４期（６、８、10、１月）
に分かれています。

・毎月の給与から天引きされます。
・ 年税額を年 12 回に分割した金

額が１か月あたりの金額です。

・公的年金から天引きされます。
・ 介護保険料、後期高齢者医療保

険料、国民健康保険税（一部の
方）と共通の納付方法です。

●新たに 65歳になられた方
普通徴収【6月・8月】
　納付書または口座振替で納付します。
特別徴収【10月・12月・2月】
　年税額の残りを、年金から差し引きます

＜例＞ 住民税が６万円（年金所得のみ）の場合

新規者 納付書納付又は口座振替
（普通徴収）

年金からの特別徴収
（天引き）

納付月 ４月 ６月 ８月 10 月 12 月 ２月
税額 － 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000

算出方法 － １/ ４ １/ ４ １/ ６ １/ ６ １/ ６

住民税の徴収方法　まとめ

西川 奈緒美 委員 松本 大司 委員 歳岡 誠司 委員 小林 春美 委員小林　傳 委員
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ぴんょんょ
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子育
てコミュニティ

子育て支援センター
☎72-3345
 ページID  0002369

ぴぴ
クラブクラブ

出張子育て支援センター
10:00 ～ 11:30

６月12日（金）　
会 場   男女共同参画センター

「かがやき」
６月26日（金）会 場  隼 Lab.

絵本の会 ( 図書館司書による
読み聞かせ）　11:15 ～

６月10日（水）
会 場   子育て支援センター
６月12日（金）
会 場   男女共同参画センター 

｢かがやき｣

出張お仕事相談会
６月10日（水）10:30 ～12:30
会 場  子育て支援センター
６月12日（金）10:00 ～11:30
会 場   男女共同参画センター

「かがやき」
６月26日（金）10:00 ～11:30　
会 場  隼 Lab.

土曜日一日開所日

６月27日（土）9:00 ～16:00
のびのびからだ遊び

行事のない水、木曜日は運動が
できる遊具を準備します
会 場  子育て支援センター

の 行事予定表

「子育て講座 part.2」  要申込
産まれたときからできる！
食べるチカラの育て方
～月齢にとらわれない離乳食・あそ
びをとおして～

　離乳食の進め方や、しっかり噛む
ために大切なこと、「食育」とは何か
など、子育て中の保護者の方の関
心に応える内容の講座です。日々の
関わりの中で、お子さんに“今日か
らできること”を学び、安心して子育
てにつなげていただけます。
日時／ 6 月 18 日（木）
　　　10：00 ～ 11：10
場所／子育て支援センター
講師／みやぎ なおこさん
　　　（作業療法士・介護支援専門員）
その他／ お子さま連れで参加できます。

子育て世代のための性教育講座
～子どもにどう伝える？
「性」と「からだ」を考えるはじめの一歩～
男女共同参画センター「かがやき」
女子会＠やず共催 要申込  
　子どもに「性」や「からだ」のことを
どう伝えたらよいか、悩んでいませ
んか。家庭で無理なく伝えるための
基本や考え方について、一緒に学び
ましょう。
日時／ 7 月 1 日（水）
　　　10：00 ～ 11：00
場所／子育て支援センター
講師／三村 恵里さん
　　　（るりゆーる鳥取）
申込締切／ 6 月 25 日（木）
問い合わせ／子育て支援センター
　　　　　　 男女共同参画センター

「かがやき」
　　　　　　☎ 84-2361
その他／ どなたでも参加できます。

お子さま連れで参加可能
です。

ページ ID ／  0017062

虫よけスプレー作り 要申込  
　赤ちゃんにもやさしい、親子で使
える虫よけアロマスプレーを手作り
してみませんか。
日時／ 6 月 29 日（月）
　　　10：00 ～ 11：30
場所／子育て支援センター
指導者／ TORISETU
　　　　田中 瑠美さん
定員／ 5 名程度
参加費／材料費等の自己負担あり
その他／ お子さま連れ

で参加できま
す。

電子申請

出張お仕事相談会を
ご利用ください

　ふるさとハローワーク八頭の就
業支援員による、お仕事相談会
を開催しています。仕事探しの悩
みや働き方の相談のほか、適職
診断（所要時間 30 ～ 50 分）も
行っていますので、お気軽にご利
用ください。
※ 雇用保険受給中の方には、求

職活動証明書を発行します。
※ 開催日時など詳しくは、下部を

ご覧ください。

日　時 内　　　容 会　場

10 水 10:00 ～11:00 赤ちゃんとミュージック・ケア  要予約  ◦講師：淺見 真子さん（るりゆーる鳥取所属）
◦対象：歩き始めまでの赤ちゃん 　★動きやすい服装でお越しください。

子育て支援センター　
和室

12 金 10:00 ～11:00
誕生会・お楽しみ会　
★�６月生まれの友だちをお祝いした後、親子で手あそびやふれあい遊びなど楽し

みましょう。
男女共同参画センター

「かがやき」

15 月 10:00 ～10:45
英語でリトミック  要予約  
◦講師：やまだ なほさん（英語と音楽の親子教室 ちいさなもり所属）
◦対象：講座に興味のある親子　★動きやすい服装でお越しください。

子育て支援センター

18 木 10:00 ～11:10 子育て講座part.2  要予約   子育て支援センター

24 水 10:00 ～11:00 リフレッシュ・ダイエット講座  要予約  ◦講師：東郷 彩さん（彩ヨガスタジオ代表）
★子育て世代の悩みの腰痛・肩こりなどを緩和し、心と体をリフレッシュします。 子育て支援センター

26 金 10:00 ～11:30
ぴょんぴょんベビー  要予約  ～わらべうたベビーマッサージ～
◦指導者：谷本 里子さん
◦対象： 生後 3 か月頃～ 1 歳頃　持ち物：バスタオル
助産所オープンデー 　◦平井 和惠 助産師さん

隼 Lab.
2 階シェアライブラリー

29 月 10:00 ～11:30 虫よけスプレー作り  要予約  ◦定員 5 名程度　　自己負担あり 子育て支援センター

☆毎月発行しているぴょんぴょんクラブ便り（行事予定）は、町ホームページでみることができます。
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【船岡図書館】昔話を聞く会
　鳥取や世界各地に伝わる民話・昔
話を、語り手のぬくもりのある声で
お届けします。
日 時  7 月 1 日（水）

　　　　16：00 ～ 16：30
会 場  船岡人権啓発センター
語り手  桝田美穂子さん

　　　　（とっとり・民話を語る会）
　　　　岸本靜枝さん
　　　　（おはなしろうそくの会）
対 象  小学生～大人
参加費  無料（申込不要）

郡家図書館 八頭町宮谷256-4 ☎72-6660
船岡図書館 八頭町船岡539-1 ☎72-3970
八東図書館 八頭町北山48-1  ☎84-6622　https://www.town.yazu.tottori.jp/site/library/

ページID  0002215

郡家図書館　
瀧羽麻子
　ほっこりとした恋愛や
青春を描いた作品が人
気の作家。

船岡図書館　
新川帆立
　『元彼の遺言状』で第
19 回「このミステリー
がすごい！」大賞を受賞。
今、注目を集める作家
の一人。

八東図書館　
名取佐和子
　ゲームのシナリオライ
ターとしても活躍する小
説家。 昨年「銀河の図
書室」で第 35 回宮沢賢
治賞、奨励賞を受賞し
た。

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

郡家図書館 船岡図書館 八東図書館

新しく入った本
 

❶�きみがなきあと� … 木内 昇
❷��教場Ω� …長岡 弘樹
❸�語るに足る、ささやかな人生
��������������������� …駒沢 敏器
❹�大人のひとり旅の始め方　　　　
� …孤独のまちこ
❺�刺繍のコツまるわかりBOOK
� …まつこの刺繍教室
❻��13 歳からの戦争学　
� …小川 和久

❶�ふんわり紅白の鮭しんじょ　
　�まんぷく旅籠朝日屋８
� …高田 在子
❷��燻る骨の香り� …千早 茜
❸�謎の香りはパン屋から２
� …土屋 うさぎ
❹��誤嚥性肺炎 70 の疑問に答え
ます� …吉松 由貴ほか

❺�寄せ植えのはじめかた
❻�ぼくのいえ� …鈴木 のりたけ

❶�喫茶おじさん　� …原田 ひ香
❷��やるせない昼下がりのご褒美　　　　
　� …島本 理生 ほか　　　　　　
❸�今世紀最大の理不尽
　� …鳥飼 茜
❹��黒部源流にて
　� …やまと けいこ
❺�烏衣の華４　� …白川 紺子
❻��999 ひきのきょうだいとカル
ガモちゃん　� …木村 研

＊他館所蔵のものはお取り寄せできます。
＊貸出中の場合はご予約ください。
　（インターネットからも予約ができます）

6 月カレンダー
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 全館休館日　〇船岡・八東休館日

　〈開館時間〉 10：00 ～ 18：00

あたまイキイキ音読教室
※申込みが必要です。

郡家図書館  6 月 26 日（金）
１０:30 ～ 11:15

船岡図書館  6 月 24 日（水）
１０:30 ～ 11:15

八東図書館  6 月 18 日（木）
10:15 ～ 11:00

みんなのみんなの

図書館図書館

おしえて！やずぴょん♪
Ｑ .  蔵書点検のお知らせが載っていたけれど、蔵書点

検ってなんだぴょん？
Ａ.  図書館の本が、きちんと館内にあるかを確認する

作業のことだよ。
Ｑ . どうやってするぴょん？
Ａ. 本や雑誌に貼ってあるバーコードを、ハンディターミナルという機械で

一冊ずつ読み取っていくよ。そのデータを蔵書の情報と照らし合わせ
て、なくなっている本や雑誌がないかを確認するんだ。
 見つからないものがあると、館内を探すよ。（こうした蔵書点検作業
を行うため、今年は６月２日（火）～５日（金）まで図書館はお休みします。）

【3館同時開催】　あの作家の本が大集合！　作家フェア
　日ごろは各館に分散して所蔵されている作家の本を、期間限定で 1 館に
集めて展示・貸出します。気になる作家の作品を、まとめて楽しめるチャン
スです。
期 間  6 月 6 日（土）～ 7 月 15 日（水）
各館の展示作家
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●人権推進課 ☎84-1228

人権の
ひろば

全国一斉「人権擁護委員の日」
八頭町特設人権相談所
日　時 　6 月 1 日（月）　13：30 ～ 16：00
場　所 　 中央公民館、船岡地区公民館、 

丹比地区公民館
　相談は無料で、秘密は固く守られます。
　ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

法務局でも人権相談を受け付けています
みんなの人権 110番
電　話 　0570-003-110
受付時間 　 平日 8：30 ～ 17：15

　法務局では、電話のほか、インター
ネットや LINE でも人権相談を受け付
けています。

インターネット相談
（24 時間受付）

拉致問題の早期解決に向けて
―�「鳥取県拉致問題等の早期解決を目指す取組の推進に関する条例」が施行されました�―

　北朝鮮当局による日本人拉致により、多くの家族が、かけがえのない大切な人を突然奪われました。
　拉致問題はいまだ解決に至っておらず、被害者家族の高齢化や、問題の風化が懸念されています。
　こうした中、私たち一人ひとりが拉致問題への理解と関心を深め、拉致被害者やその家族に思いを寄せながら、早
期解決に向けた機運を高めていくため、令和 7 年 12 月に「鳥取県拉致問題等の早期解決を目指す取組の推進に関す
る条例」が施行されました。
　県などが実施する啓発活動等にも関心を持っていた
だだき、拉致問題の早期解決に向けて、一緒に考え、
取り組んでいきましょう。
問い合わせ 　鳥取県人権・同和対策課

　　　　　　　☎ 0857-26-7592

5 月に掲載したこどもの人権 110 番の番号が誤っていました。お詫びの上、訂正いたします。
こどもの人権 110番　☎ 0120-007-110

　「いじめを受けている」「インターネット
上で心ない書き込みをされた」「職場や地
域で嫌な思いをしている」――。
　私たちの身の回りには、さまざまな人
権問題があります。

　人権擁護委員は、市町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間の立
場の相談員です。地域の皆さんに寄り添いながら、人権相談や啓発活動に取り組
んでいます。
　全国では約 14,000 人、八頭町では 10 人の人権擁護委員が活動しています。
　「人権」とは、誰もが生まれながらに持っている、自分らしく幸せに生きるための大切な権利です。人と人が関わり合っ
て暮らす中では、時に人権が傷つけられてしまうこともあります。そんな時、お互いを思いやり、自分の人権も相手
の人権も大切にできる社会を目指して活動しているのが、人権擁護委員です。

守られていますか？
あなたの人権

― 人権擁護委員はわたしたちの町の相談パートナーです ―

６月１日は「人権擁護委員の日」です
　全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された昭和 24 年 6 月 1 日を記念し、毎年 6 月 1 日
を「人権擁護委員の日」と定めています。
　町でも、6 月 1 日（月）の午前中に広報車で町内を巡回し、企業や施設を訪問しながら、人権尊重の大切さ
を呼びかけます。

関連作品を人権推進課で貸し出しています
　DVD「めぐみ」（25 分）
　拉致問題について考えるきっかけと
して、ぜひご活用ください。
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インフォメーション
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町
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て
い
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／
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土
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日
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）
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）
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６-

０
２
０
３

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
／
０
０
０
５
９
０
４

八
頭
町
ス
ポ
ー
ツ
教
室 

参
加
者
募
集

　
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
に
よ
る
ニ
ュ
ー
ス

ポ
ー
ツ
教
室
を
開
催
し
ま
す
。
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
／

①
6
月
13
日（
土
）

②
7
月
11
日（
土
）

③
8
月
８
日（
土
）

④
9
月
12
日（
土
）

⑤
10
月
10
日（
土
）

※
い
ず
れ
も
19
：
30
～
21
：
00

場
所
／
八
東
小
学
校
体
育
館

内
容
／
モ
ル
ッ
ク
、
ボ
ッ
チ
ャ
、
ス
ポ
ン

ジ
テ
ニ
ス
、
卓
球

持
ち
物
／
室
内
用
シ
ュ
ー
ズ
、

飲
み
物
、
タ
オ
ル
な
ど

そ
の
他
／

・
事
前
申
込
み
は
不
要
で
す
。

・�

卓
球
用
具
は
各
自
で
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

そ
れ
以
外
は
主
催
者
で
準
備
し
ま
す
。

・�

運
動
の
で
き
る
服
装
で
直
接
会
場
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

・
健
康
ポ
イ
ン
ト
ラ
リ
ー
対
象
事
業
で
す
。

問
い
合
わ
せ
／

教
育
委
員
会
事
務
局 

社
会
教
育
課
　

☎
８
４-

１
２
３
２

教
科
書
展
示
会
の
お
知
ら
せ

　
教
育
関
係
者
や
保
護
者
を
は
じ
め
、
多

く
の
方
に
教
科
書
の
内
容
を
公
開
し
、
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
小
・
中
学

校
で
使
用
さ
れ
て
い
る
教
科
書
の
展
示
会

を
開
催
し
ま
す
。

※
教
科
書
の
貸
出
し
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

展
示
期
間
／
6
月
６
日（
土
）～
7
月
2
日（
木
）

展
示
会
場
／

郡
家
図
書
館（
毎
週
月
曜
日
は
休
館
日
）

問
い
合
わ
せ
／

鳥
取
県
教
育
委
員
会
事
務
局 

東
部
教
育
局
　

☎（
０
８
５
７
）２
０-

３
６
６
９

令
和
９
年 

八
頭
町
は
た
ち
の
つ
ど
い

に
つ
い
て

　
町
で
は
、
今
年
度
20
歳
を
迎
え
ら
れ
る

方
を
対
象
に
、
20
歳
を
お
祝
い
す
る
式
典

を
開
催
し
ま
す
。

日
時
／
令
和
9
年
1
月
3
日（
日
）

会
場
／
八
東
体
育
文
化
セ
ン
タ
ー

対
象
者
／
平
成
18
年
４
月
２
日
～

平
成
19
年
４
月
１
日
生
ま
れ

※�

詳
し
い
時
間
な
ど
は
、
9
月
頃
に
対
象

者
へ
案
内
通
知
を
お
送
り
し
ま
す
。

※�

内
容
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
随
時

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

第
２
回
史
跡
探
訪

「
八
頭
町
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
」参
加
者
募
集

　
町
の
隠
れ
た
魅
力
で
あ
る
旧
峠
地
蔵
や

史
跡
を
巡
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
ト
レ
ッ
キ

ン
グ
で
峰
寺
薬
師
堂
山
城
跡
や
笑
道
地
蔵

な
ど
を
訪
ね
ま
す
。
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

日
時
／
6
月
13
日（
土
）

8
：
30
集
合
・
出
発
～
11
：
45
終
了
予
定

集
合
場
所
／
中
央
公
民
館
駐
車
場

参
加
費
／
無
料

募
集
人
数
／
10
人
程
度

申
込
期
限
／
6
月
9
日（
火
）

問
い
合
わ
せ
／
中
央
公
民
館

☎
７
２-

３
１
１
３

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
／
０
０
１
５
６
４
４
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インフォメーション

親
子
で
楽
し
む 

子
ど
も
シ
ア
タ
ー

　
親
子
で
楽
し
め
る
映
画
上
映
会
を
開
催

し
ま
す
。

日
時
／
６
月
６
日（
土
）10
：
00
～
11
：
50

会
場
／
中
央
公
民
館�

２
階
視
聴
覚
室

入
場
料
／
無
料

上
映
作
品
／
映
画
ド
ラ
え
も
ん�

の
び
太
と

空
の
理
想
郷（
ユ
ー
ト
ピ
ア
）

問
い
合
わ
せ
／
中
央
公
民
館

☎
７
２-

３
１
１
３

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
／
０
０
１
６
６
９
９

名
作
を
味
わ
う 

公
民
館
シ
ア
タ
ー

　
名
作
映
画
の
上
映
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
／
６
月
13
日（
土
）13
：
30
～
15
：
40

会
場
／
中
央
公
民
館�

２
階
視
聴
覚
室

入
場
料
／
無
料

上
映
作
品
／
デ
ィ
ア
・
ド
ク
タ
ー

問
い
合
わ
せ
／
中
央
公
民
館

☎
７
２-

３
１
１
３

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
／
０
０
１
６
７
０
０

八
頭
町
食
育
推
進
計
画（
第
４
次
）

策
定
委
員
を
募
集
し
ま
す

　
町
で
は
、
す
べ
て
の
町
民
が
生
涯
を
通

し
て
健
全
な
食
生
活
を
実
践
し
、
健
康
な

生
活
を
送
る
こ
と
を
目
的
に
、「
八
頭
町
食

育
推
進
計
画
」を
策
定
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
の
計
画
の
評
価
・
検
証
を
行
う
と

と
も
に
、
新
た
な
課
題
へ
の
対
応
に
向
け

た「
八
頭
町
食
育
推
進
計
画（
第
4
次
）」の

策
定
に
あ
た
り
、
審
議
し
て
い
た
だ
く
委

員
を
募
集
し
ま
す
。

任
期
／

委
嘱
の
日
か
ら
計
画
策
定
終
了
ま
で

（
概
ね
令
和
9
年
3
月
31
日
ま
で
）

会
議
回
数
／
3
回
程
度

募
集
人
数
／
2
人

募
集
期
間
／
6
月
26
日（
金
）必
着

応
募
資
格
／

・
町
内
在
住
の
18
歳
以
上
の
方

・�

任
期
中
に
開
催
す
る
平
日
の
会
議（
3
回

程
度
）に
出
席
で
き
る
方

応
募
方
法
／

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、
電
話
番
号
、

職
業
、
応
募
動
機
な
ど
を
記
載
し
た
申
込

書（
様
式
自
由
）を
、持
参
、郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、

電
子
メ
ー
ル
、
電
子
申
請
の
い
ず
れ
か
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／
保
健
課�

☎
７
２-

３
５
６
６

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
／

０
０
１
６
９
４
７

令
和
９
年 

八
頭
町
は
た
ち
の
つ
ど
い

実
行
委
員
募
集

　
令
和
9
年
1
月
3
日（
日
）に
開
催
予
定

の「
は
た
ち
の
つ
ど
い
」の
企
画
・
運
営
を

行
う
実
行
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
一
生
に
一
度
の
式
典
を
、
自
分
た
ち
の
手

で
思
い
出
深
い
も
の
に
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

応
募
資
格
／

令
和
9
年
の
対
象
者
で
、
継
続
し
て
実
行

委
員
会
に
参
加
で
き
る
方（
県
外
の
方
は

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
参
加
を
予
定
／
2
～
3

回
開
催
予
定
）

応
募
期
限
／
6
月
30
日（
火
）

問
い
合
わ
せ
／

教
育
委
員
会
事
務
局 

社
会
教
育
課
　

☎
８
４-

１
２
３
２

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
／
０
０
０
４
６
４
９

税
務
職
員
募
集

　
国
税
庁
で
は
、
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

と
し
て
活
躍
す
る「
税
務
職
員
」を
募
集
し

て
い
ま
す
。
関
心
の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご

応
募
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
／

6
月
12
日（
金
）～
6
月
24
日（
水
）

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
請
求
・
問
い
合
わ
せ
／

広
島
国
税
局 

総
務
部 

人
事
第
二
課 

試
験

研
修
係

☎
０
８
２-

２
２
１-

９
２
１
１

（
内
線
３
７
４
３・
３
６
３
５
）

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」は
大
切
に

保
管
し
ま
し
ょ
う

　
八
頭
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
方
へ
、
医
療
機
関
で
の
受
診
に
か
か
っ
た

医
療
費
な
ど
を
記
載
し
た「
医
療
費
の
お
知

ら
せ
」を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
通
知
は
、
確
定
申
告
で
医
療
費
控
除

を
受
け
る
際
の
添
付
書
類
と
し
て
使
用
で
き

ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／
町
民
課
☎
７
６-

０
２
０
５

人
材
活
用
事
業
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

　
町
で
は
、
生
涯
学
習
活
動
の
充
実
を
図

る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
や
技
能
を
持

つ
人
材
を
講
師
と
し
て
招
い
て
学
習
会
な

ど
を
開
催
し
た
場
合
に
、
講
師
謝
金
の
一

部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　
講
師
の
紹
介
も
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対
象
／

町
民
を
中
心
と
す
る
団
体
で
、
地
域
な
ど

で
自
主
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体

（
集
落
団
体
、子
ど
も
会
、グ
ル
ー
プ
な
ど
）

助
成
内
容
／

１
団
体
に
つ
き
年
間
１
回
ま
で

（
上
限
５
，
０
０
０
円
）

利
用
方
法
／

①�

事
業
内
容
決
定
後
に「
実
施
申
請
書
」を

提
出

②�

開
催
終
了
後
に「
謝
金
請
求
書
」「
実
施

報
告
書
」「
記
録
写
真
」を
提
出

※�

提
出
書
類
の
様
式
は
、
中
央
公
民
館
・

各
地
区
公
民
館
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

そ
の
他
／
講
師
へ
の
依
頼
は
各
団
体
で

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▲電子申請
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インフォメーション

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者
／
18
歳
ま
で
の
子
を
扶
養
し
て
い

る
ひ
と
り
親

必
要
書
類
／

・�

特
別
医
療
受
給
者
証
交
付
申
請
書

　（�

昨
年
度
受
給
さ
れ
て
い
る
方
で
、
今
年

度
対
象
と
な
る
方
へ
送
付
し
て
い
ま

す
）

・�

資
格
確
認
書
ま
た
は
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
、
ま
た
は
健
康
保
険
証
の
写
し

・
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し

　（�

遺
族
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
遺

族
年
金
証
書
、
い
ず
れ
も
受
給
し
て
い

な
い
方
は
戸
籍
謄
本
）

※�
所
得
制
限
等
に
よ
り
前
年
度
は
対
象
外

だ
っ
た
方
も
、
所
得
状
況
な
ど
に
よ
り

対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／
町
民
課
☎
７
６-

０
２
１
１

令
和
８
年
度 

狂
犬
病
予
防
集
合
注

射（
補
足
）の
お
知
ら
せ

　
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射（
補
足
）を
次
の

日
程
で
実
施
し
ま
す
。

　
ま
だ
接
種
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
お

近
く
の
会
場
で
必
ず
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※�

生
後
91
日
以
上
の
犬
は
、
生
涯
1
回
の

登
録
と
毎
年
1
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射

が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

手
数
料
／

・
登
録
済
の
犬
　
３
，
3
０
０
円

　（
注
射
料
＋
注
射
済
票
交
付
手
数
料
）

問
い
合
わ
せ
／
中
央
公
民
館

☎
７
２-

３
１
１
３

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
／
０
０
１
２
６
２
２

新
築
住
宅
の
固
定
資
産
税
を

助
成
し
ま
す

　
町
で
は
、移
住・定
住
の
促
進
を
目
的
に
、

新
築
住
宅
に
か
か
る
固
定
資
産
税
の
一
部

を
助
成
し
て
い
ま
す
。

補
助
要
件
／

・�

町
税
等
の
滞
納
が
な
い
方（
同
一
世
帯
員

を
含
む
）

・�

令
和
6
年
度
以
降
に
固
定
資
産
税
の
課

税
対
象
と
な
っ
た
新
築
住
宅
の
所
有
者�

（
令
和
5
年
1
月
2
日
以
降
に
町
内
で
住

宅
を
新
築
さ
れ
た
方
）

・�

新
築
住
宅
を
生
活
の
本
拠
と
し
て
い
る

方
・�

固
定
資
産
税
の
減
免
制
度
等
を
受
け
て

い
な
い
方

補
助
額
／
新
た
に
取
得
し
た
住
宅
に
係
る

固
定
資
産
税
額
の
2
分
の
1
相
当
額

期
間
／
3
年
間

問
い
合
わ
せ
／
税
務
課
☎
７
６-

０
２
０
４

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
／
０
０
０
１
１
５
３

ひ
と
り
親
家
庭
の
方
へ

特
別
医
療
受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す

　
18
歳
ま
で
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
す
る
ひ

と
り
親
家
庭
の
方
を
対
象
に
、
特
別
医
療

受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す
。

　
該
当
す
る
方
は
、
次
の
書
類
を
町
民
課

・
新
規
登
録
の
犬
　
６
，
3
０
０
円

　（�

登
録
料
＋
注
射
料
＋
注
射
済
票
交
付
手

数
料
）

実
施
日
／
６
月
14
日（
日
）

会
　
　
場

時
　
　
間

役
場
本
庁
舎

９
：
30
～
９
：
50

役
場
船
岡
庁
舎

10
：
10
～
10
：
20

役
場
八
東
庁
舎

10
：
50
～
11
：
10

そ
の
他
／

・�

動
物
病
院
で
も
予
防
注
射
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す

・�

飼
い
犬
が
死
亡
し
た
場
合
や
、
飼
い
主

の
住
所
・
氏
名
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
、
役
場
へ
届
け
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
町
民
課
☎
７
６-

０
２
１
１

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
／
０
０
０
５
３
２
５

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限
ま

で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
令
和
8
年
4
月
か
ら
令
和
9
年
3
月
ま

で
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月
額
１
７
，

９
２
０
円
で
す
。
納
付
期
限
ま
で
に
忘
れ

ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

納
付
方
法
／

納
付
書（
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
）、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
納
付
、
口
座
振
替

納
付
期
限
／
翌
月
の
末
日

ご
注
意
／
保
険
料
の
未
納
が
あ
る
と
、

万
一
、
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の

事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

※�

所
得
が
少
な
い
な
ど
納
付
が
困
難
な
場

合
は
、
保
険
料
の
免
除
・
猶
予
制
度
が

あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
町
民
課
☎
７
６-

０
２
０
５

日
本
年
金
機
構
　
鳥
取
年
金
事
務
所

☎
０
８
５
７-

２
７-

８
３
１
１

弁
護
士
に
よ
る
消
費
生
活
相
談

　
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
弁
護
士
が
無
料
で

相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。（
事
前
予
約
制
・

先
着
５
人
）

日
時
／
７
月
10
日（
金
）13
：
30
～
16
：
00

会
場
／
中
央
公
民
館

問
い
合
わ
せ
／
企
画
課
　
地
域
戦
略
室

☎
７
６-

０
２
１
２

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
／
０
０
０
１
２
８
１

総
合
相
談（
人
権
・
行
政
）

　
人
権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談
委
員
が
無

料
で
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
／
６
月
１
日（
月
）13
：
30
～
16
：
00

会
場
／
中
央
公
民
館
・
船
岡
地
区
公
民
館
・

八
東
地
区
公
民
館
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巡
回
行
政
相
談

　
国
な
ど
の
行
政
に
関
す
る
相
談
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
行
政
相
談
委
員
が
無
料
で
相

談
を
お
受
け
し
ま
す
。

日
時
／
６
月
27
日（
土
）13
：
30
～
15
：
30

会
場
／
済
美
地
区
公
民
館

問
い
合
わ
せ
／
企
画
課
☎
７
６ｰ

０
２
１
２

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
会

　
相
続
、不
動
産
登
記
、会
社・法
人
登
記
、

成
年
後
見
、
多
重
債
務
な
ど
の
相
談
を
お

受
け
し
ま
す
。

日
時
／
６
月
16
日（
火
）16
：
00
～
18
：
00

会
場
／
鳥
取
県
立
図
書
館

※
前
日
ま
で
に
要
予
約

問
い
合
わ
せ
／
鳥
取
県
司
法
書
士
会

☎
０
８
５
７-

２
４-

７
０
２
４

行
政
書
士
無
料
相
談
会

　
相
続
・
遺
言
、
成
年
後
見
、
農
地
転
用
、

許
認
可
申
請
、
契
約
な
ど
の
相
談
を
お
受

け
し
ま
す
。

※
事
前
予
約
制
、
一
人
30
分
程
度

日
時
／
６
月
13
日（
土
）10
：
00
～
14
：
00

会
場
／
鳥
取
市
立
中
央
図
書
館
　
多
目
的

ホ
ー
ル
　

問
い
合
わ
せ
／
鳥
取
県
行
政
書
士
会
事
務
局
　

☎
０
８
５
７-

２
４-

２
７
４
４

外
国
人
無
料
相
談
会

　
在
留
資
格
、
仕
事
、
国
際
結
婚
の
こ
と
、

そ
の
他
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

※�

日
本
人
の
相
談
も
可
、
英
語
中
国
語
対

応
可（
事
前
予
約
制
・
先
着
５
人
）

日
時
／
６
月
10
日（
水
）10
：
00
～
12
：
00

会
場
／
鳥
取
県
立
図
書
館
　
２
階

問
い
合
わ
せ
／
鳥
取
県
行
政
書
士
会
事
務
局

☎
０
８
５
７-

２
４-

２
７
４
４

八
頭
町
健
康
ポ
イ
ン
ト
ラ
リ
ー
を

実
施
し
ま
す

　
健
康
づ
く
り
へ
の
関
心
を
高
め
、
実
践

し
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
づ
く
り
と
し
て
、

「
八
頭
町
健
康
ポ
イ
ン
ト
ラ
リ
ー
」を
実
施

し
ま
す
。

　
町
が
実
施
す
る
対
象
事
業（
各
種
健〈
検
〉

診
、
健
康
講
座
、
体
操
・
運
動
教
室
な
ど
）

に
参
加
し
て
ポ
イ
ン
ト
を
集
め
る
と
、
参

加
賞
が
も
ら
え
ま
す
。

　
楽
し
み
な
が
ら
健
康
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
み
ま
せ
ん
か
。
多
く
の
皆
さ
ん
の
参

加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

対
象
期
間
／
6
月
1
日（
月
）～
令
和
9
年

2
月
28
日（
日
）

対
象
者
／
20
歳
以
上
の
町
内
在
住
の
方

参
加
方
法
／

①
た
め
る

対
象
事
業
に
参
加
し
て
ポ
イ
ン
ト
を
た

め
る

②
応
募
す
る

5
ポ
イ
ン
ト
た
ま
っ
た
ら
、
応
募
用
紙

を
郡
家
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
提
出

（
20
・
30
代
の
方
は
2
ポ
イ
ン
ト
で
応
募

で
き
ま
す
）

③
ビ
ッ
グ
チ
ャ
ン
ス

参
加
者
の
中
か
ら
抽
選
で
10
名
に
豪
華

賞
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

※
参
加
者
全
員
に
参
加
賞
が
あ
り
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
折

込
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
チ
ラ
シ

裏
面
が
応
募
用
紙
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
／
０
０
０
５
４
２
１

６
月
４
日
か
ら
10
日
は「
歯
と
口
の

健
康
週
間
」で
す

　
い
つ
ま
で
も
い
き
い
き
と
し
た
生
活
を

送
る
た
め
に
は
、
歯
と
口
の
健
康
が
大
切

で
す
。

　
毎
日
の
歯
み
が
き
な
ど
の
生
活
習
慣
を

見
直
し
、
定
期
的
に
歯
科
検
診
を
受
け
て
、

む
し
歯
や
歯
周
病
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

歯
周
病
検
診
／
今
年
度
の
対
象
者
は
、

20
歳
・
25
歳
・
30
歳
・
35
歳
・
40
歳
・
45
歳
・

50
歳
・
55
歳
・
60
歳
・
65
歳
・
70
歳
の
方

で
す
。（
令
和
8
年
4
月
2
日
～
令
和
9
年

4
月
1
日
の
間
に
到
達
す
る
年
齢
）

※�
対
象
の
方
に
は
、
5
月
下
旬
に
受
診
券

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
同
封

の
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／
保
健
課

☎
７
２-

３
５
６
６

６
月
１
日
～
７
日
は「
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査

普
及
週
間
」で
す

　
令
和
6
年
は
、
全
国
で
新
た
に
９
９
４

人
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
・
エ
イ
ズ
患
者
が
報

告
さ
れ
ま
し
た
。
鳥
取
県
で
も
毎
年
数
名

の
報
告
が
あ
り
ま
す
。

�

（
出
典
：
エ
イ
ズ
動
向
委
員
会
）

　
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
は
、
早
期
発
見
・
早
期
治

療
に
よ
り
エ
イ
ズ
の
発
症
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
、
感
染
判
明
前
と
変
わ
ら
な
い
生
活

を
送
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
治
療
を
継
続
し
て
体
内
の
ウ
イ

ル
ス
量
が
減
少
す
る
と
、
他
の
人
へ
の
感

染
リ
ス
ク
も
大
幅
に
低
下
す
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。

検
査
に
つ
い
て
／

保
健
所
で
は
、
無
料
・
匿
名
で
エ
イ
ズ
検

査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。（
要
電
話
予
約
）

日
時
／
第
2
・
4
月
曜
日（
祝
日
の
場
合

は
翌
日
）13
：
00
～
15
：
30

※
6
月
1
日（
月
）も
実
施
し
ま
す
。

※�

梅
毒
・
ク
ラ
ミ
ジ
ア
検
査
も
あ
わ
せ
て

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
者
／
検
査
を
希
望
す
る
方

※
住
所
に
関
係
な
く
受
け
ら
れ
ま
す
。

※�

感
染
の
可
能
性
が
あ
る
機
会
か
ら
3
か

月
経
過
後
の
検
査
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／

鳥
取
市
保
健
所 

保
健
医
療
課

☎
０
８
５
７-

３
０-

８
５
３
３
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６月の保健課事業計画
日 曜日 内　　容 時　　間 場　　所 対　　象
1 月 こころとからだの健康相談 9：30～ 10：30 郡家保健センター 一般

2 火
水中運動教室 10：00～ 10：45 八東保健センター 65歳以上対象
骨コツ筋力アップ教室 14：00～ 15：00 八東保健センター 一般

3 水 さわやか体操教室 （１部）9：40～ 10：40�
（２部）10：45～ 11：45 郡家保健センター （１部）64歳以下対象�

（２部）65歳以上対象

4 木 水中運動教室 （１部）9：45～ 10：30�
（２部）10：45～ 11：30 八東保健センター （１部）64歳以下対象�

（２部）65歳以上対象

9 火
水中運動教室 10：00～ 10：45 八東保健センター 65歳以上対象
ゆるやか体操教室 14：00～ 15：00 八東保健センター 一般

11 木
水中運動教室 （１部）9：45～ 10：30�

（２部）10：45～ 11：30 八東保健センター （１部）64歳以下対象�
（２部）65歳以上対象

1歳 6か月児健康診査 （受付）12：30～ 12：45 郡家保健センター R�6.10.�4 ～ R�6.11.30
12 金 男のかろやか体操教室 14：00～ 15：00 郡家保健センター 男性

15 月
2～ 3か月児育児相談 13：30～ 16：00 郡家保健センター R�8.�2.28 ～ R�8.�4.15
認知症の人と家族のつどい 13：30～ 15：30 郡家保健センター 認知症の方を介護している家族の方など

16 火
水中運動教室 10：00～ 10：45 八東保健センター 65歳以上対象
骨コツ筋力アップ教室 14：00～ 15：00 八東保健センター 一般

17 水
集団検診 （受付）8：30～ 10：00 八東ふれあいスポーツセンター 検診案内チラシをご覧ください

さわやか体操教室 （１部）9：40～ 10：40�
（２部）10：45～ 11：45 船岡保健センター （１部）64歳以下対象�

（２部）65歳以上対象

18 木
集団検診 （受付）8：30～ 10：00 八東ふれあいスポーツセンター 検診案内チラシをご覧ください

水中運動教室 （１部）9：45～ 10：30�
（２部）10：45～ 11：30 八東保健センター （１部）64歳以下対象�

（２部）65歳以上対象

23 火
集団検診 （受付）8：30～ 10：00 中央人権啓発センター 検診案内チラシをご覧ください
水中運動教室 10：00～ 10：45 八東保健センター 65歳以上対象
ゆるやか体操教室 14：00～ 15：00 郡家保健センター 一般

24 水 集団検診 （受付）8：30～ 10：00 中央人権啓発センター 検診案内チラシをご覧ください

25 木 水中運動教室 （１部）9：45～ 10：30�
（２部）10：45～ 11：30 八東保健センター （１部）64歳以下対象�

（２部）65歳以上対象

26 金
離乳食講習会 13：30～ 15：00 郡家保健センター R�8.�1.17 ～ R�8.�3.16
離乳食講習会 13：30～ 15：00 郡家保健センター R�7.�7.18 ～ R�7.�9.26

30 火 水中運動教室 10：00～ 10：45 八東保健センター 65歳以上対象
７月上旬の保健課事業計画

日 曜日 内　　容 時　　間 場　　所 対　　象

1 水 さわやか体操教室 （１部）9：40～ 10：40�
（２部）10：45～ 11：45 郡家保健センター （１部）64歳以下対象�

（２部）65歳以上対象

2 木 水中運動教室 （１部）9：45～ 10：30�
（２部）10：45～ 11：30 八東保健センター （１部）64歳以下対象�

（２部）65歳以上対象
6 月 こころとからだの健康相談 9：30～ 10：30 郡家保健センター 一般

7 火
水中運動教室 10：00～ 10：45 八東保健センター 65歳以上対象
ゆるやか体操教室 14：00～ 15：00 八東保健センター 一般

9 木
3歳児健康診査 （受付）12：30～ 12：45 郡家保健センター R５. ４.25 ～ R５. ７. １

水中運動教室 （１部）9：45～ 10：30�
（２部）10：45～ 11：30 八東保健センター （１部）64歳以下対象�

（２部）65歳以上対象
10 金 男のかろやか体操教室 14：00～ 15：00 郡家保健センター 男性
各事業は、中止・延期となる場合があります。詳しくは、ホームページをご確認いただくか、保健課までお問い合せください。

有料広告
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【
は
い
！
こ
ち
ら
消
費
生
活
相
談
員

で
す
】

ス
マ
ホ
料
金
プ
ラ
ン
変
更
を
装
っ
た

モ
バ
イ
ル
Ｗ
ｉ-
Ｆ
ｉ
ル
ー
タ
ー
の

勧
誘
に
ご
注
意
！

　「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
利
用
料
金
が
安
く

な
る
」な
ど
と
説
明
さ
れ
、
料
金
プ
ラ
ン

の
変
更
だ
と
思
っ
て
手
続
き
を
し
た
と
こ

ろ
、実
際
に
は
モ
バ
イ
ル
Ｗ
ｉ-

Ｆ
ｉ
ル
ー

タ
ー
の
契
約
だ
っ
た
と
い
う
相
談
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。

事
例
／
携
帯
会
社
を
名
乗
る
事
業
者
か
ら

「
ス
マ
ホ
利
用
料
が
月
３
，
０
０
０
円
安
く

な
る
」と
電
話
が
あ
り
、
料
金
プ
ラ
ン
の

変
更
だ
と
思
っ
て
了
承
し
た
と
こ
ろ
、
後

日
モ
バ
イ
ル
Ｗ
ｉ-

Ｆ
ｉ
ル
ー
タ
ー
と
契

約
書
面
が
届
い
た
。

　
契
約
内
容
を
確
認
す
る
と
、
ル
ー
タ
ー

は
３
年
間
の
分
割
払
い
契
約
と
な
っ
て
お

り
、
途
中
解
約
時
に
は
残
額
を
一
括
で
支

払
う
必
要
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

ア
ド
バ
イ
ス
／
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
で

は
、
内
容
を
十
分
理
解
し
な
い
ま
ま
契
約

し
て
し
ま
っ
た
り
、
説
明
不
足
に
よ
る
ト

ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
契
約
す
る
際
は
、月
額
料
金
、契
約
内
容
、

解
約
条
件
、
解
約
料
の
有
無
な
ど
を
よ
く

確
認
し
、
不
明
な
点
は
事
業
者
へ
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
電
話
勧
誘
に
よ
る
契
約
の
場
合
、

通
信
契
約
は「
初
期
契
約
解
除
制
度
」、ル
ー

タ
ー
本
体
は「
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
」の
対

象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
解
約
し
た

い
場
合
は
、
早
め
に
契
約
先
事
業
者
へ
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

◆
消
費
生
活
出
前
講
座
の
ご
案
内

　
公
民
館
や
ミ
ニ
サ
ロ
ン
な
ど
で
、
消
費

生
活
相
談
員
に
よ
る
講
座
を
開
催
し
て
い

ま
す
。

　
最
新
の
ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル
の
手
口
や
消

費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
事
例
を
、
楽
し
く
学
べ

ま
す
。（
開
催
時
間
約
１
時
間
程
度
）

　
お
気
軽
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　　　　 ☎84-1230
　　　　 平日9：00～16：00
　　　　 丹比地区公民館
　　　　 （毎週木・金曜日）
※秘密は固く守られます。
安心してご相談ください。

面談相談

電話相談

【
郡
家
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
】

投
資
詐
欺
や
警
察
官
を
装
っ
た
ニ
セ

警
察
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
特
殊
詐
欺
の
犯
人
か
ら
携
帯
電
話
へ
電

話
が
か
か
っ
て
く
る
ケ
ー
ス
が
急
増
し
て

い
ま
す
。

　
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
犯
人
が
使
用

す
る
国
際
電
話
番
号
な
ど
を
ア
プ
リ
で
ブ

ロ
ッ
ク
す
る
対
策
が
有
効
で
す
。

　
警
察
庁
が
推
奨
す
る「
特
殊
詐
欺
対
策

ア
プ
リ
」に
は
、
詐
欺
電
話
や
Ｓ
Ｍ
Ｓ
を

自
動
で
検
知
・
ブ
ロ
ッ
ク
し
、
国
際
電
話

の
着
信
を
制
限
す
る
機
能
が
あ
り
ま
す
。

　
特
殊
詐
欺
被
害
防
止
の
た
め
、
ぜ
ひ
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

主
な
ア
プ
リ
／

・「�

詐
欺
対
策�

ｂ
ｙ�

Ｎ
Ｔ
Ｔ
タ
ウ
ン
ペ
ー

ジ
」

・「�

ト
レ
ン
ド
マ
イ
ク
ロ�

詐
欺
バ
ス
タ
ー�

Ｌ
ｉ
ｔ
ｅ
」

※�

ｉ
Ｏ
Ｓ
・
Ａ
ｎ
ｄ
ｒ
ｏ
ｉ
ｄ
で
利
用
で

き
ま
す
。

※
無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
郡
家
警
察
署

☎
７
２-

０
１
１
０

有料広告

八頭郡八頭町郡家３１-２

☎０８５８-７３-０２７３
八頭郡若桜町若桜７９８

☎０８５８-８２-６８８６

あんなことも、こんなこともまずは当店まで

細かいお困りごとも解決いたします。

電化製品  修理  点検  消耗品交換  リフォーム  補聴器

たなか電器株式会社たなか電器株式会社たなか電器株式会社たなか電器株式会社

パナックたなか郡家店パナックたなか郡家店パナックたなか郡家店パナックたなか郡家店 パナックたなか若桜店パナックたなか若桜店パナックたなか若桜店パナックたなか若桜店

▲警察庁・SOS47
特殊詐欺対策ページ

▲郡家警察署ＨＰ
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LP ガス（販売、設備）電気（県登録工事業者）上下水道（町指定店）
家電販売、修理、施工、リフォーム一式

有限会社 西尾電機商会
八頭郡八頭町郡家 47-10

☎(0858)72-0057  FAX(0858)72-0064

有料広告

ク
マ
の
出
没
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

　
こ
の
時
期
は
、
冬
眠
明
け
の
ク
マ
が
エ

サ
を
求
め
て
活
発
に
行
動
し
ま
す
。

　
ク
マ
と
の
遭
遇
を
防
ぐ
た
め
、
次
の
点

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項
／

・�

早
朝
や
夜
間
の
外
出
時
は
十
分
注
意
し

て
く
だ
さ
い

・�

登
山
や
農
作
業
な
ど
で
山
へ
入
る
際
は
、

周
囲
に
気
を
配
っ
て
行
動
し
て
く
だ
さ

い
・�

ク
マ
鈴
や
ラ
ジ
オ
な
ど
で
音
を
出
し
、

ク
マ
に
人
の
存
在
を
知
ら
せ
ま
し
ょ
う

・�

生
ご
み
や
果
物
な
ど
、
ク
マ
の
エ
サ
に

な
る
も
の
を
民
家
周
辺
に
放
置
し
な
い

で
く
だ
さ
い

※�

ク
マ
を
目
撃
し
た
場
合
や
、
足
跡
な
ど

の
痕
跡
を
見
つ
け
た
場
合
は
、
産
業
観

光
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／
産
業
観
光
課

☎
７
６-

０
２
０
８

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
／
０
０
１
２
６
２
２

コ
ウ
ノ
ト
リ
繁
殖
活
動
の
見
守
り

を
お
願
い
し
ま
す

　
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
繁
殖
期
に
あ
た
る
2
月

か
ら
7
月
頃
に
か
け
て
、
水
辺
で
エ
サ
を

探
し
た
り
、
巣
材
を
運
ん
だ
り
す
る
姿
が

見
ら
れ
ま
す
。

　
今
年
も
町
内
2
カ
所
で
営
巣
が
確
認
さ

れ
て
お
り
、
営
巣
地
周
辺
で
は
不
意
に
近

づ
か
な
い
よ
う
注
意
が
必
要
で
す
。

　
町
内
で
コ
ウ
ノ
ト
リ
を
見
か
け
た
際
は
、

適
切
な
距
離
を
保
っ
て
静
か
に
見
守
っ
て

い
た
だ
く
と
と
も
に
、
異
常
を
発
見
し
た

場
合
は
教
育
委
員
会
へ
情
報
提
供
を
お
願

い
し
ま
す
。

情
報
提
供
の
例
／

・�

○
○
付
近
の
電
柱
に
木
の
枝
を
運
ん
で

い
る

・�

○
○
公
民
館
近
く
の
水
田
に
、
羽
を
ケ

ガ
し
て
飛
べ
な
い
個
体
が
い
る

・�
○
○
の
県
道
脇
で
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
よ

う
な
大
き
な
鳥
が
死
ん
で
い
る

注
意
事
項
／

・�

人
工
巣
塔
を
設
置
し
て
い
る
八
頭
高
等

学
校
は
、
関
係
者
以
外
立
入
禁
止
で
す

・�

路
上
駐
車
や
私
有
地
へ
の
立
入
り
は
し

な
い
で
く
だ
さ
い

・�

コ
ウ
ノ
ト
リ
と
の
距
離
は
１
５
０
ｍ
程

度
を
目
安
に
し
て
く
だ
さ
い

お
願
い
／
コ
ウ
ノ
ト
リ
は
、
日
本
国
内
で

一
度
絶
滅
し
た
希
少
な
野
生
動
物
で
す
。

　
観
察
時
の
マ
ナ
ー
が
守
ら
れ
な
い
場
合
、

繁
殖
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

り
ま
す
の
で
、
節
度
あ
る
行
動
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
社
会
教
育
課

☎
８
４-

１
２
３
２

特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
お
知
ら
せ

　
取
引
や
証
明
に
使
用
さ
れ
る
計
量
器（
は

か
り
）は
、適
正
な
計
量
を
確
保
す
る
た
め
、

計
量
法
に
基
づ
き
2
年
に
1
回
の
定
期
検

査
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
方
は
、
次
の
日
程
で
必
ず

受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
・
場
所
／

日
　
時

場
　
所

７
月
３
日
（
金
）

10
：
00
～
15
：
00
中
央
公
民
館

７
月
７
日
（
火
）

13
：
00
～
15
：
00
船
岡
地
区
公
民
館

7
月
10
日
（
金
）

13
：
00
～
15
：
00
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

「
か
が
や
き
」

※
い
ず
れ
の
会
場
で
も
受
検
で
き
ま
す
。

※
当
日
受
検
も
可
能
で
す
。

検
査
時
に
必
要
な
も
の
／

・
対
象
と
な
る
計
量
器（
は
か
り
）

・
検
査
手
数
料（
現
金
）

・�

県
か
ら
送
付
さ
れ
る「
特
定
計
量
器
定
期

検
査
申
請
書
」

※�

申
請
書
が
な
い
場
合
で
も
受
検
で
き
ま

す
。
会
場
で
ご
記
入
い
た
だ
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
産
業
観
光
課

☎
７
６-

０
２
０
８

県
く
ら
し
の
安
心
推
進
課

☎
０
８
５
７-
２
６-

７
６
０
１
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6
月
23
日
か
ら
29
日
は

「
男
女
共
同
参
画
週
間
」で
す

　「
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
」が
施
行

さ
れ
た
平
成
11
年
6
月
23
日
に
ち
な
み
、

男
女
共
同
参
画
社
会
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
る
こ
と
を
目
的
に
、
毎
年
6
月
23
日
か

ら
29
日
ま
で
の
1
週
間
を「
男
女
共
同
参

画
週
間
」と
し
、
全
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
取

り
組
み
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
町
で
は
、
性
別
に
よ
る
ア
ン
コ
ン
シ
ャ

ス
・
バ
イ
ア
ス（
無
意
識
の
思
い
込
み
）を

テ
ー
マ
に
し
た
川
柳
を
募
集
し
ま
す
。

　
ま
た
、
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー「
か

が
や
き
」で
は
、
展
示
や
関
連
図
書
の
貸

出
し
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
上
映
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　
身
近
な
気
づ
き
か
ら
、
誰
も
が
い
き
い

き
と
暮
ら
せ
る
社
会
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

展
示
期
間
／
6
月
1
日（
月
）～
30
日（
火
）

展
示
会
場
／

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー「
か
が
や
き
」

川
柳
募
集
締
切
／

8
月
28
日（
金
）

問
い
合
わ
せ
／

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

「
か
が
や
き
」

☎
８
４-

２
３
６
１

ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
／
０
０
０
９
３
３
２

鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業

に
新
規
認
定
さ
れ
た
町
内
企
業
を

紹
介
し
ま
す

　
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
、
各
種
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
の
防
止
、
性
別
に
よ
ら
な
い
均

等
な
能
力
活
用
な
ど
、
誰
も
が
働
き
や
す

い
職
場
環
境
づ
く
り
を
積
極
的
に
進
め
る

企
業「
鳥
取
県
男
女
共
同
参
画
推
進
企
業
」

と
し
て
、
こ
の
度
、
新
規
認
定
さ
れ
た
町

内
企
業
を
紹
介
し
ま
す
。

企
業
名
／
も
り
た
ト
ー
ヨ
ー
株
式
会
社

所
在
地
／
八
頭
町
下
坂
４
９
２
番
地
１

業
種
／
卸
売
業
、
小
売
業

認
定
日
／
令
和
８
年
３
月
21
日

「
現
況
届
」の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

　
農
業
者
年
金
受
給
者
の
現
況
確
認
の
た

め
、
毎
年
6
月
に「
現
況
届
」の
提
出
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
の
方
に
は
、
農
業
者
年
金
基
金
か

ら
5
月
末
ま
で
に「
現
況
届
」が
送
付
さ
れ

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

6
月
30
日（
火
）ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※�

現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
、
11
月
か

ら
農
業
者
年
金
の
支
払
い
が
差
し
止
め

ら
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※�

住
所
変
更
や
死
亡
な
ど
が
あ
っ
た
場
合

は
、
別
途
手
続
き
が
必
要
で
す
。
農
業

委
員
会
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

提
出
先
／
農
業
委
員
会
事
務
局
、

船
岡
住
民
課
、
八
東
住
民
課

問
い
合
わ
せ
／
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
７
６-

０
２
０
７

第
３
回
定
例
農
業
委
員
会
の
開
催

日
時
／
６
月
11
日（
木
）13
：
30
～

会
場
／
船
岡
地
区
公
民
館

問
い
合
わ
せ
／
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
７
６-

０
２
０
７

※�

申
請
書
は
、
毎
月
20
日
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
翌
月
の
定
例
農
業
委
員

会
で
審
議
し
ま
す
。

※
日
程
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

納
税
の
お
知
ら
せ

　
６
月
の
お
支
払
い
税
目
は
、
町
県
民
税

（
第
１
期
分
）、
国
民
健
康
保
険
税（
第
１

期
分
）、
介
護
保
険
料（
第
１
期
分
）で
す
。

　
納
付
期
限
・
口
座
引
落
日
は
、
６
月
30

日（
火
）で
す
。
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

有料広告

広報やず有料広告募集

広告サイズ：１枠縦4.5㎝×横8.0㎝
広告掲載料

　

問い合わせ 　企画課　☎76-0212

掲載期間 月額料金
１～ ３カ月 5,000円
４～ ６カ月 4,500円
７～ 12カ月 4,000円

▲電子申請

▲県公式サイト

鳥取県男女共同参画推進企業
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有料広告

外壁・屋根の塗装なら

株式会社八頭塗装

TEL 0858-71-0873

年
　齢

名
　前

と 

こ 

ろ

日
　付

名
　前

と 

こ 

ろ

因幡霊場の休場日
今月の休場日は6月8日（月）、６月18日（木）です。

詳しくは、因幡霊場（☎0857-51-8320）へ

八頭町の世帯数と人口　5月1日現在　（　）内は前月比

◦ 世帯数 6,090世帯 （ +3 ） ◦ 男 7,255人 （ −10 ）
◦ 総人口 15,074人 （ −11 ） ◦ 女 7,819人 （ −1 ）

❖
ひ
と
の
う
ご
き
令
和
８
年
５
月
15
日 

届
出
現
在（
敬
称
略
）

おめでたお　く　や　み

5
月
6
日

上
田

玲た
ま

妃き

カ
ー
サ
こ
お
げ

利
貴
・
絵
梨
子

4
月
18
日

岸
本

光
義

上
野

77
歳

4
月
20
日

吉
田

齊

安
井
宿

91
歳

4
月
21
日

瀧
田

安
代

井
古

84
歳

4
月
22
日

山
本

昭
義

丸
山

81
歳

4
月
23
日

田
見

敬
太
郎

福
井

75
歳

4
月
24
日

山
根

和
彰

カ
ー
サ
こ
お
げ

69
歳

4
月
27
日

松
田

孝
二

才
代
一

86
歳

4
月
27
日

平
木

京
子

西
御
門

85
歳

5
月
1
日

岡
部

和
史

坂
町

89
歳

5
月
3
日

野
﨑

奥
谷

89
歳

5
月
3
日

西
山

憲
一
郎

北
山

87
歳

5
月
5
日

北
村

真
美

野
町

50
歳

5
月
5
日

川
上

冨
美
子

北
山

86
歳

5
月
6
日

竹

延
枝

市
場

94
歳

5
月
8
日

堀
場

秀
子

塩
上

88
歳

誕
生
日

お
と
う
さ
ん
・
お
か
あ
さ
ん
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まちの話題

　

新
緑
ま
ぶ
し
い
船
岡
竹
林
公
園
で
、４
月

29
日（
水
・
祝
）に「
第
29
回
ふ
な
お
か
竹
林

ま
つ
り
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
大
人
気
の
た
け
の
こ
掘
り
体

験
を
は
じ
め
、
竹
と
ん
ぼ
や
竹
馬
な
ど
竹

細
工
を
使
っ
た
遊
び
の
コ
ー
ナ
ー
、
筍
お
こ

わ
な
ど
地
元
の
味
が
楽
し
め
る
グ
ル
メ
コ
ー

ナ
ー
、
地
元
団
体
に
よ
る
ス
テ
ー
ジ
発
表

な
ど
、
多
彩
な
催
し
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
と
っ
と
り
流
の
緑
化
ス
タ
イ
ル

を
学
ぶ「
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ガ
ー
デ
ン
ク
ラ
ブ
」

に
よ
る
ガ
ー
デ
ン
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
体
験
や
、

「
や
ず
ぽ
っ
ぽ
」ミ
ニ
Ｓ
Ｌ
乗
車
体
験
な
ど

も
行
わ
れ
、
来
場
者
は
船
岡
竹
林
公
園
の

魅
力
を
満
喫
し
て
い
ま
し
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
の
締
め
く
く
り
に
は
恒
例
の

竹
馬
競
争
が
行
わ
れ
、
子
ど
も
の
部
と
大

人
の
部
に
分
か
れ
て
白
熱
し
た
戦
い
が
繰

り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。
入
賞
者
に
は
賞
状

と
豪
華
景
品
が
贈
ら
れ
、
会
場
は
大
き
な

盛
り
上
が
り
を
見
せ
ま
し
た
。

親子で力を合わせてタケノコ掘り

白熱した戦いをみせてくれた
竹馬競争（大人の部）

第
29
回
ふ
な
お
か
竹
林
ま
つ
り
開
催

竹
づ
く
し
の
催
し
に
多
く
の
来
場
者

第45回 若桜町
若桜町納涼花火大会・土用縁日

～ 若桜町の夏の風物詩 ～

次回、岩美町へ！

　今年も、若桜町の夏の風物詩である若桜町納涼花火大
会と、若桜町商工会青年部による土用縁日を開催します。
小さな町だからこそ実現できる、打ち上げ場所との距離
が非常に近い大迫力の花火が、若桜町の花火大会の大き
な魅力です。観覧席となる道の駅では、花火の振動が肌
で感じられるほどの臨場感を体験でき、他では味わえな
い迫力をお楽しみいただけます。
　また、花火大会当日は若桜駅構内でSLがライトアップ
され、幻想的な光に包まれたSLと夜空を彩る花火のコラ
ボレーションを間近でご覧いただけます。この組み合わ
せは他ではなかなか見ることができない、若桜町ならで
はの特別な演出です。
　花火の打ち上げに加え、土用縁日やステージパフォー
マンスなど、子どもから大人まで楽しめる催しを予定し
ております。ぜひこの機会に若桜町へお越しいただき、
心に残る夏のひとときをお過ごしください。

【日　　時】令和８年７月18日（土）
【場　　所】若桜駅前ふれあい広場
　　　　　　中之島公園（打ち上げ場所）

【問合せ先】若桜町役場経済産業課観光商工室
　　　　　　 ☎0858-71-1313
　　　　　 若桜町商工会青年部
　　　　　　 ☎0858-82-1811

ページ ID  0010238　　企画課　yazu-kikaku@town.yazu.tottori.jp ☎ 76-0212　Fax76-0222

大きなタケノコが
とれたよ！

おめでとうございます！
竹馬競争（子どもの部）入賞者
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男女共同参画啓発シリーズ Vol.241

誰もが自分らしい人生を歩むために
　東京 2020 オリンピック大会金メダリストの入江
聖奈さんは、競技引退後、理系研究という新たな道
へ進みました。その姿が評価され、令和７年６月、
内閣府より自分らしくチャレンジしている女性を応
援する「未来ウーマン応援大使」に任命されています。
　入江さんは、この活動を通じて、自分の挑戦する
姿がロールモデルになるようにと、カエルの研究に
邁進されています。

　日本にはいるけれど、韓国にはいない動物がいま
す。それはどんな動物でしょうか？
　反対に、韓国にはいるけれど、日本にはいない動
物もいます。それは何でしょうか？
　最初の質問の答えは「サル」です。

　「韓国にもサルがいるので
は？」と思う方も多いですが、
実は韓国には野生のサルは
生息していません。韓国でサ
ルを見るには、動物園に行く

必要があります。
　二つ目の質問の答えは「トラ」で
す。現在、韓国で野生のトラを見
ることはできませんが、昔は朝鮮
半島にも生息していました。
　記録によると、韓国では1924
年に江原道・横城で最後のトラが捕獲されたとされ、
北朝鮮では1987 年に慈江道（チャガンド）で確認
されたという話もあります。現在、野生のトラは中国
やロシアなど一部の地域でのみ見ることができます。
　韓国においてトラは特別な意味を持つ動物です。
強さや威厳の象徴とされる一方、かつては人を襲う
こともあり、恐れられる存在でもありました。子ども
が泣き止まないときに「トラが来るよ」と言ってあや
すこともあったそうです。
　このように、トラは韓国の文化の中に深く根付いて
います。1988年のソウルオリンピックのマスコット「ホ
ドリ」もトラがモチーフです。
　また、朝鮮時代の絵画にも
トラはよく登場します。特に、
カササギとトラが描かれた「虎
鵲図（호작도）」が知られ、ト
ラは権力や威厳、災いを防ぐ
存在、カササギは良い知らせ
を運ぶ鳥とされています。
　このように、トラは韓国で親
しまれてきた身近な存在です。
トラをモチーフにした作品や商
品も多く見られますので、韓
国を訪れた際にはぜひ探してみてください。

お届けします！まちレポ

こんにちは
アンニョンハセヨ

キム ヨンジンキム ヨンジン

日本語 韓国語 読み方
韓国語で何といい
ますか？

한국어로 뭐라고 
하나요？

ハングゴロ モラゴ
ハナヨ？

韓国にはトラがい
ますか？

한국에 호랑이가 
있어요 ?

ハングゲ ホランイガ 
イッソヨ？

動物園に行くには
どちらに行けばい
いですか？

동물원에 가려면 
어느 쪽으로 가야 
하나요 ?

トンムルウォネ カリョ
ミョン オヌ チョグロ 
カヤ ハナヨ？

日韓派遣研修生 の

韓国語を話してみよう‼
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